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環境県民局 

資 料 
Ｎｏ.10 

 

次期「広島県環境基本計画」の策定について 

 
１ 要旨 

  「第５次広島県環境基本計画」が令和７年度で終了することから、環境への負荷の少な

い持続的な社会を実現するため、次期計画を策定する。 

 

２ 現状・背景 

  「安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン」を環境の面から推進する環境分野の分野別計画

として、また、「広島県環境基本条例」に基づき環境保全に関する基本構想や施策に関す

る基本的事項を定めるため、令和３年３月に「第５次広島県環境基本計画」を策定し、県

民や事業者等と連携・協働した取組を進めている。 

 

３ 計画の概要 

(1)  計画の位置づけ 

  ○ 「安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン」における環境分野の分野別計画 

  ○ 広島県環境基本条例第９条第１項に基づく環境の保全に関する基本的な計画 

 

(2)  計画期間 

   令和８年度～令和 12年度（５年間） 

 

(3)  基本理念 

   「環境にやさしい広島づくりと次代への継承」 

 

(4)  関連計画との統合 

   環境法令に基づき策定している各種計画について、県民・事業者に対し、環境施策を

総合的に分かりやすく伝える観点から、次期「広島県環境基本計画」と統合して策定＊

する。 

  

令和７年７月 18日 
課 名 環境県民局環境政策課 
担当者 課長 河村 
内 線 2910 

  

環境基本計画 

環境基本法 
安心▹誇り▹挑戦 ひろしまビジョン 

〔分野別計画〕 

第５次広島県環境基本計画  

〔個別計画〕 

広島県 

 

国 

 

方向性 

 

➢次期環境基本計画策定に合わせ 
関係する個別計画を統合 

第６次広島県環境基本計画 

 

＊ 知事会を通じた提案により、計画策定義務付けの見直しを求めてきた結果、環境省は、令和５年

３月の通知で、環境法令に基づく計画等について、効率的・効果的な策定・実施に向け、地方公共

団体の判断により一体策定して支障ない旨の見解を示した。 
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【参考：次期「広島県環境基本計画」と統合する計画の内容】 

計画名〔根拠法〕 主な内容 

第３次広島県地球温暖化防止地域計画 

〔地球温暖化対策推進法〕 

温室効果ガスの排出削減に向けた省エネルギー対

策、再生可能エネルギーの導入促進、カーボンサイ

クルの推進など 

第５次広島県廃棄物処理計画 

〔廃棄物処理法〕 

循環型社会の実現に向けた廃棄物の排出抑制・再使

用・再生利用及び適正処理の推進など 

瀬戸内海の環境の保全に関する広島県計画 

〔瀬戸内海環境保全特別措置法〕 

美しく恵み豊かな瀬戸内海を実現するため、沿岸域

の環境や自然景観の保全など 

生物多様性広島戦略 

〔生物多様性基本法〕 

人間と自然が共生する社会の実現のため、自然との

ふれあい増進や絶滅のおそれのある種の保護など 

 

４ 想定スケジュール 

 ○ 環境審議会での審議            Ｒ7.9中旬～ 

 ○ 生活福祉保健委員会での骨子案説明     Ｒ8.3 

 ○ 生活福祉保健委員会での素案説明・ 

   県民意見募集（パブリックコメント）の実施 Ｒ8.4 

 ○ 生活福祉保健委員会での審議        Ｒ8.5 

 ○ 次期計画策定               Ｒ8.6 

 

５ 令和７年度当初予算 

  1,978千円（環境審議会開催費用等） 

 

 


